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常陸太田市告示第６７号 

 

 平成２０年第２回常陸太田市議会定例会を次のとおり招集する。 

 

   平成２０年６月２日 

 

常陸太田市長  大 久 保 太 一 

 

 1. 期  日   平成２０年６月９日 

 

 2. 場  所   常陸太田市議会議場 
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平成２０年６月９日（月） 

            ──────────────────― 

議 事 日 程（第１号） 

平成２０年６月９日午前１０時開議 

日程第 １ 会期の決定 

日程第 ２ 常陸太田市議会議長の不信任決議案について 

日程第 ３ 報告第 ５ 号 専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市手数料条例の一 

             部を改正する条例） 

      報告第 ６ 号 専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市市税条例の一部 

             を改正する条例） 

      報告第 ７ 号 専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市都市計画税条例 

             の一部を改正する条例） 

      報告第 ８ 号 専決処分の承認を求めることについて（平成１９年度常陸太田市一 

             般会計補正予算（第８号）） 

      報告第 ９ 号 専決処分の承認を求めることについて（平成２０年度常陸太田市老 

             人保健特別会計補正予算（第１号）） 

      報告第１０号 平成１９年度常陸太田市一般会計補正予算繰越明許費繰越計算書に 

             ついて 

      報告第１１号 平成１９年度常陸太田市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計 

             算書について 

      報告第１２号 平成１９年度常陸太田市簡易水道事業特別会計予算繰越明許費繰越 

             計算書について 

日程第 ４ 議案第４４号 ふるさと常陸太田寄附条例の制定について 

      議案第４５号 常陸太田市監査委員条例の一部改正について 

      議案第４６号 常陸太田市国民健康保険税条例の一部改正について 

      議案第４７号 平成２０年度常陸太田市一般会計補正予算（第１号）について 

            ──────────────────― 

本日の会議に付した事件 

 日程第 １ 会期の決定 

 日程第 ２ 常陸太田市議会議長の不信任決議案 

 日程第 ３ 報告第５号ないし報告第１２号（一括上程・提案理由説明） 

 日程第 ４ 議案第４４号ないし議案第４７号（一括上程・提案理由説明） 

            ──────────────────― 
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出席議員 

    議 長   高 木   将 君     副議長   梶 山 昭 一 君 

     １番   木 村 郁 郎 君      ２番   深 谷   渉 君 

     ３番   鈴 木 二 郎 君      ４番   荒 井 康 夫 君 

     ５番   益 子 慎 哉 君      ６番   深 谷 秀 峰 君 

     ７番   平 山 晶 邦 君      ８番   成 井 小太郎 君 

     ９番   福 地 正 文 君     １０番   高 星 勝 幸 君 

    １１番   茅 根   猛 君     １２番   菊 池 伸 也 君 

    １３番   関   英 喜 君     １４番   片 野 宗 隆 君 

    １５番   平 山   伝 君     １６番   山 口 恒 男 君 

    １７番   川 又 照 雄 君     １８番   後 藤   守 君 

    １９番   黒 沢 義 久 君     ２０番   小 林 英 機 君 

    ２１番   沢 畠   亮 君     ２２番   立 原 正 一 君 

    ２５番   生田目 久 夫 君     ２６番   宇 野 隆 子 君 

            ──────────────────― 

説明のため出席した者 

    市    長  大久保 太 一 君    副 市 長  梅 原   勤 君 

    教 育 長  小 林 啓 徳 君    総 務 部 長  川 又 善 行 君 

    政策企画部長  江 幡   治 君    市民生活部長  五十嵐   修 君 

    保健福祉部長  綿 引   優 君    産 業 部 長  赤 須 一 夫 君 

    建 設 部 長  富 田 広 美 君    会 計 管 理者  大 森 茂 樹 君 

    水 道 部 長  高 橋 正 美 君    消 防 長  篠 原 麻 男 君 

    教 育 次 長  根 本 洋 治 君    福祉事務所長  深 澤 菊 一 君 

    秘 書 課 長  山 崎 修 一 君    総 務 課 長  川 上 明 文 君 

    監 査 委 員  檜 山 直 弘 君 

            ──────────────────― 

事務局職員出席者 

    事 務 局 長  大 谷 利 行      副参事兼総務係長  吉 成 賢 一 

    次長兼議事係長  菊 池   武 

            ──────────────────― 

午前１０時開会 

○議長（高木将君） ご報告いたします。 

 ただいま出席議員は２６名であります。 

 よって，定足数に達しております。 

 これより平成２０年第２回常陸太田市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 
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            ──────────────────― 

 会議録署名議員の指名 

○議長（高木将君） 会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議録署名議員には，会議規則第８１条の規定により 

     ９番   福 地 正 文      ２２番   立 原 正 一 君 

の両君を指名いたします。 

            ──────────────────― 

 諸般の報告 

○議長（高木将君） 諸般の報告を行います。 

 最初に，議長会の経過についてご報告いたします。 

 去る４月１１日，行方市において県北鹿行市議会議長会が，４月１７日，水戸市において茨城

県市議会議長会が，また４月２４日，川越市において関東市議会議長会が，さらに５月２８日，

東京都において全国市議会議長会がそれぞれ開催されました。会議内容については，お手元に配

付いたしました印刷物によりご承知願います。 

 次に，監査委員から，平成２０年３月，４月及び５月の例月現金出納検査の結果について，報

告書が別紙写しのとおり提出されておりますので，ご報告いたします。 

 次に，地方自治法第２４３条の３第２項の規定により，財団法人ふるさと振興公社の経営状況

を説明する書類，株式会社水府振興公社の経営状況を説明する書類，有限会社バイオマスリサイ

クルセンターの経営状況を説明する書類がお手元に配付いたしてありますとおり，提出されてお

りますので，ご報告いたします。 

 次に，地方自治法第１２１条の規定により，提出案件説明のため，次の者を議場に出席するよ

う要求いたしましたので，ご報告いたします。 

 市    長  大久保 太 一 君    副 市 長  梅 原   勤 君 

 教 育 長  小 林 啓 徳 君    総 務 部 長  川 又 善 行 君 

 政策企画部長  江 幡   治 君    市民生活部長  五十嵐   修 君 

 保健福祉部長  綿 引   優 君    産 業 部 長  赤 須 一 夫 君 

 建 設 部 長  富 田 広 美 君    会 計 管 理者  大 森 茂 樹 君 

 水 道 部 長  高 橋 正 美 君    消 防 長  篠 原 麻 男 君 

 教 育 次 長  根 本 洋 治 君    福祉事務所長  深 澤 菊 一 君 

 秘 書 課 長  山 崎 修 一 君    総 務 課 長  川 上 明 文 君 

 監 査 委 員  檜 山 直 弘 君 

以上，１７名でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ──────────────────― 

 市長あいさつ 

○議長（高木将君） この際，市長より招集のごあいさつを願います。 
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〔市長 大久保太一君登壇〕 

○市長（大久保太一君） 平成２０年第２回の市議会定例会の開会に当たりまして，一言ごあい

さつを申し上げます。 

 本日第２回定例会を招集いたしましたところ，議員の皆様方にはご出席を賜り，まことにあり

がとうございます。そしてまた，日ごろから市政の進展とその円滑な運営のために，格別なるご

高配をいただいております。このことに関しまして，心から感謝と御礼を申し上げる次第でござ

います。 

 そしてまたただいまは，全国市議会議長会から，平山伝議員，梶山昭一議員におかれましては，

市政の振興にご尽力をされたことにより表彰伝達が行われました。心よりお祝いを申し上げます。

今後ともご活躍をご期待申し上げるところでございます。 

 さて，海外におきましては，中国の四川大地震やミャンマーでの大型サイクロンによります大

規模な自然災害が発生をし，甚大な被害をもたらし，多くの住民の方が困難な避難生活を強いら

れております。被災された皆様方に深く哀悼の意を表しますとともに，早期復興をお祈り申し上

げる次第でございます。 

 さて，本市におきましては，防災対策といたしまして，本年度２４時間体制で緊急情報を瞬時

に伝達する，全国瞬時警報システム，いわゆる「Ｊ－ＡＬＥＲＴ」の導入や，市民が災害に対応

しますための土砂災害ハザードマップの作成，６月１日に実施いたしました金砂郷地区自主防災

会合同防災訓練など，地域防災体制の整備強化を図っているところでございます。 

 次に，ふるさと納税制度につきましては，出身地などの応援したい地方自治体に寄附すると，

居住地に納める個人住民税を軽減する制度がスタートいたしました。ふるさと意識を喚起し，み

ずからが育ったふるさとをいつまでも大事にしたいという気持ちを寄附行為で行う制度の仕組み

ができましたことは，大変意義が大きいと考えております。これを踏まえ，本市においても，寄

附者が事業選択をし，個性豊かなまちづくりに資するため，ふるさと常陸太田寄附条例の制定を

提案いたしました。地域活性化や地域間格差の解消の一助になるものと期待をする次第でござい

ます。 

 次に，森林湖沼環境税につきましては，県北地域や筑波山周辺の森林などの身近な緑や，霞ヶ

浦を初めとする湖沼・河川など，豊かな自然環境を守りますために，本年４月から導入されまし

た。本市におきましては，今年度 6,９７０万円の交付が見込まれ，この財源を有効に活用しなが

ら，荒廃した森林の間伐を行うなど，森林の保全整備を図ってまいりたいと考えております。 

 次に，地球温暖化防止対策につきましては，マイバッグ持参運動，レジ袋有料化が，５月３０

日より市内のスーパーマーケットでスタートをいたしました。レジ袋有料化をきっかけにマイバ

ッグ持参率を高め，レジ袋の削減により温室効果ガスを抑制し，地球温暖化防止やゴミ減量化等

に対する市民の意識高揚を図ってまいりたいと考えております。 

 また，６月２日より，新たに住民基本台帳カードを利用し，証明書の自動交付機による市県民

税所得証明書などの税関係証明書の交付がスタートをいたしました。県内初の実施であり，窓口

の市民サービスの向上に寄与するものと期待をしております。 
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 市政運営につきましては，引き続き事務事業の見直しを推進するとともに，常陸太田市第５次

総合計画に基づき，市民の皆様が住んでいてよかったと心から思えるまち，快適空間の実現を目

指し，諸施策を進めてまいります。 

 本日提案いたします案件は，専決処分の承認を求めることについて５件，予算の繰越明許費に

関する報告３件，条例の制定１件，条例の一部改正２件，平成２０年度一般会計補正予算１件，

合わせまして１２件でございます。 

 なお，今会期中に人事案件２件を追加提案する予定であります。あらかじめご承知いただきた

いと思います。 

 各議案の提案理由につきましては，議題となりましたときに，副市長よりそれぞれご説明いた

します。各議案とも慎重にご審議をいただきまして，原案のとおり承認，可決，同意を賜ります

ようお願い申し上げまして，招集のあいさつといたします。よろしくお願いいたします。 

            ─────────────────―─ 

○議長（高木将君） 先ほど，地方自治法第２４３条の３第２項の規定により振興公社２公社等

につきましてご報告をいたしましたが，その中で，財団法人里美ふるさと振興公社の名称の里美

が抜けておりました。改めて訂正をいたします。財団法人里美ふるさと振興公社の経営状況を説

明する書類ということでございます。ご理解のほど，よろしくお願い申し上げます。 

 本日の議事日程は，お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといたします。 

            ─────────────────―─ 

 日程第１ 会期の決定 

○議長（高木将君） 日程第１，会期の決定を議題といたします。 

 今期定例会の会期は，お手元に配付いたしました会期予定表のとおり，本日から６月２０日ま

で１２日間といたしたいと思いますが，これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（高木将君） ご異議なしと認めます。 

 よって，会期は本日から６月２０日まで，１２日間と決定いたしました。 

 次は，議長不信任決議案に入りますが，ここで議長席を副議長と交代いたします。 

            ──────────────────― 

 日程第２ 議長不信任決議案 

○副議長（梶山昭一君） 日程第２，常陸太田市議会議長の不信任決議案についてを議題といた

します。地方自治法第１１７条の規定により，高木将君の退場を求めます。 

〔２４番 高木将君退場〕 

○副議長（梶山昭一君） 提案理由の説明を求めます。２０番小林英機君。 

〔２０番 小林英機君登壇〕 

○２０番（小林英機君） 常陸太田市議会議長高木将殿。平成２０年６月３日，提出者，常陸太

田市議会議員，小林英機。賛成者，常陸太田市議会議員，生田目久夫。同上，片野宗隆。同上，

福地正文。件名，常陸太田市議会議長の不信任決議について，常陸太田市議会は議会議長高木将
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君を信任しない。以上決議する。上記の議案を別紙のとおり，地方自治法第１１２条及び会議規

則第１４条の規定により提出をいたします。 

 次のページをお開き願います。 

 別紙，高木将市議会議長の不信任に関する決議案。提案理由，１つ，３月定例会の最終日であ

る平成２０年３月２１日に，議員定数等調査特別委員会設置についての議案が後藤議員から議員

提案第２号として提出されました。しかし，この議案は，会派代表者会の協議を経たものではあ

りませんでした。平成１９年５月２１日に施行された常陸太田市議会議員の会派及び代表者会議

規程第５条第２号では，人事に関することは代表者会議で協議をしなければならないことになっ

ております。 

 特別委員会の委員の人選は，人事に関することですから代表者会議で協議をしなければならな

いわけであります。特別委員会の委員の人選について，先例は従来各常任委員会から選任をして

おりましたが，代表者会議規程と抵触しますので，平成１９年９月２１日を境に先例は変更にな

りました。 

 会派代表者管理規程を設置してある市では，予算委員会，決算委員会等の特別委員会及び議会

運営委員会の委員の人事について代表者会議で議論をし，各会派に委員の数を割り振り，各会派

はその割り当てられた委員を具体的に決めております。代表者会議に関する規定はその施行が平

成１９年５月２１日ですから，平成１８年度の決算委員会の委員，平成２０年度の予算委員会の

委員，そして今回の議員定数等特別委員会の委員の人事については，会派代表者会議で協議をし

なければなりません。 

 これまで，決算委員会だけでなく，予算委員会の委員の人事についても議長から会派代表者会

議の招集はありませんでした。私は，議案質問の中で，会派代表者会議の協議をしていないこと

を指摘しましたら，議長が招集しなかったという答弁でありました。 

 私がこれで問題にしておるのは，議場で会派代表者会議を議長が招集しなかったことが明白に

なったにもかかわらず，それを全く無視して強引に議案を議会に諮り，議案を成立させ，委員の

人事については故意に各常任委員会から三人の選任を決めたことであります。議案成立後，暫時

休憩をして会派代表者会議を招集し，委員の人選を決めることは十分できたことであります。そ

れを議長指導のもとに，各常任委員会から委員の選任を決めたことは極めて問題であると言わざ

るを得ないのであります。 

 議員の定数は，議員にとって重要なだけではなく，会派にとっても重要であります。議長が委

員の人事について会派代表者会議を招集し協議をしなかったことは重大な法令違反であります。

また，議長は大学の法学部出身であることを考え，その法令違反に対する違法性及び非難可能性

は極めて重いと言わざるを得ません。まさに不信任に値する行為であります。 

 ２つ，平成２０年３月１０日の生田目議員の一般質問の駅周辺整備事業の中で，常陸那珂港山

方線木島橋について，平成２０年度，橋梁上部工事，護岸工事，取りつけ工事に１３億 8,０００

万円，そして，木崎稲木線について，平成２０年度以降，トンネル工事，街路改良工事，用地補

償に２０億 7,９００万円予算化されると聞いていると述べたことに対し，不明確な発言は控える
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趣旨のご注意をされました。 

 地方自治法第１０４条は，議長の職務権限を，「議場の秩序を保持し，議事を整理し，議会を代

表する」と規定しております。ここで問題になるのは，議長の議事整理権であります。議長の議

事整理権は，議会の能率を高めるために，会議を主宰する議長の発言のすべてが，法令の規定に

基づき簡明かつ正確に行われることが求められております。議長は，私の知る限り，歴代の議長

の中で，この議事整理権を最大限に活用する議長であり，そのこと自体は特に問題はありません。

しかし，生田目議員の発言は，茨城県土木事務所から入手した資料に基づくものであり，決して

不正確なものではありません。議長の注意発言は，議事整理権を逸脱したものと言わざるを得な

いのであります。 

 ３つ，平成１９年５月１７日と１８日に行われた常陸太田駅周辺まちづくり整備計画山下町集

会所の説明会に出席した議員に対し，議長は会派代表会議で，「これは山下町の住民を対象とした

集会だから議員は出席すべきではない。出席しても黙っているべきだ，議員には公聴会でも発言

する機会もあるだろう」と言われました。 

 この整備計画は，ＪＲ常陸太田駅が本市の玄関口で，道路の混雑解消のためであり，市民の重

大な関心ごとであると同時に，市にとっても大きな投資事業であります。議員にはこの整備計画

は事前に知らされておらず，説明会の後，全員協議会で初めて説明があったのです。そうした中

で，議員が説明会に出席し，市民の生の声を聞くのは市民の代表である議員の責務であります。

それを議員は出席すべきではなかったというのは，議員の活動を不当に制約するものと言わざる

を得ません。議長の職務権限を規定している地方自治法第１０４条のどの権限にも該当しないも

のであります。議会を代表する議長としては極めて不当な発言であります。 

 ４つ，以上，議長は地方自治法第１０４条，会議規則，会派及び代表者会議規定等からかんが

み，議会の代表者としてふさわしくないので，ここに不信任決議案を提出するものであります。 

 議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

○副議長（梶山昭一君） 説明は終わりました。 

 高木将君から議長不信任案に関する弁明を許可されたいという申し出がございます。このこと

について採決をいたします。 

○副議長（梶山昭一君） 高木将君からの申し出を許可することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○副議長（梶山昭一君） 起立多数であります。よって，高木将君からの申し出を許可すること

に決しました。高木将君の入場を許します。 

〔２４番 高木将君入場〕 

○副議長（梶山昭一君） 高木将君の弁明を許可いたします。 

 ２４番高木将君。 

〔２４番 高木将君登壇〕 

○２４番（高木将君） 議長であります私，高木将に対しての不信任決議の案文が，ただいま提

出者から朗読をされましたが，この件に対する私からの弁明の機会が許可されましたことに，心
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より感謝を申し上げます。 

 さて，小林英機議員が提出者となり，賛成者に生田目議員，片野議員，福地議員の３名から，

私の言動に対し，３項目にわたり不信任に値するとのことで提案理由が示されました。その３項

目，それぞれについて弁明をさせていただきます。 

 １件目の議員定数等調査特別委員会設置案が人事に関するものであるものにもかかわらず，会

派代表者会議において議論されなかったことは規定に抵触する。さらには重大な法令違反である。

そして，さらに議長は大学の法学部出身であることから考え，その法令違反に対する違法性，及

び非難可能性は極めて重いと言わざるを得ない，だから不信任だと決めつけております。 

 この件でありますが，まず第１に，会派代表者会議は任意での会議であることを，まずご認識

をいただきたいと思います。 

 ２つ目に，議員定数等調査特別委員会設置案は，私，議長からの諮問ではございません。議員

各位の中からみずから提案された議案であったことを思い起こしていただきたいと思います。 

 ３番目に，法令違反という言葉が出てまいりましたが，会派代表者会議の規定は，いわゆる法

令というものではないことは，長らく法律にかかわる職務に従事されてこられた提出者の小林議

員はご存じのはずだと思っております。それをあえて法令と事を大きく表現なさっていることに

疑義を感じざるを得ません。 

 ２件目の，生田目議員の一般質問発言中の議長注意の件に移ります。 

 生田目議員の質問をお聞きしておりましたが，要点がつかみ取りづらく，このままでは有効な

答弁が導き出せない可能性があると判断し，質問要点の絞り込みをお願いをしたものであります。

まさに，小林議員のおっしゃるとおり，議長の議事整理権を行使したものと思っております。 

 それから，生田目議員の質問発言中に「あっち，こっち」などと，方向が判断しかねる表現が

ございました。これも執行部の皆様はもちろんのこと，議員各位にも傍聴者市民の皆様方にも理

解しやすい議論とすべく注意をし，後ほどご訂正をいただきたいとお願いをしたものであり，こ

れもまた，まさに小林議員のおっしゃる議事整理権を行使したものと思っております。今現在に

おいても議事整理権を逸脱したものとは思っておりません。 

 ３件目の，昨年５月１７，１８日の両日に開催されました駅周辺整備事業にかかわる関係地区

住民の皆様への事業計画説明会へ，新生会会派全員が会派勉強会として出席し発言したことに対

する私の持論展開に対しては，議員活動を不当に制約するものであるとのことでありますが，こ

の件について申し上げます。 

 この説明会に出席したのは新生会の会派全員，５名でありました，今回そのうち４名の方によ

り議長は不信任だと言われているわけでありますが，私が執行部から提案された事業計画に反対

をしたから注意をしたものではないことは，４名の議員の方々にもご理解をいただけているもの

と思っております。執行部の提案なされるさまざまな計画に，議員としてさまざまな調査に基づ

き，そして，さまざまな議論を展開されることは，議員として当然の権利だと思っております。

賛成するも反対するも議員の権利であります。市民の皆様ももちろん同様であります。 

 私が申し上げたのは，１つ目に，地区住民の皆様の安全・安心を図る目的もあり，地区住民の
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皆様への説明会という趣旨で開催されたこと。 

 ２つ目に，説明会は地区住民の皆様にとって有益な計画なのか，不利益な計画なのかを判断し

ていただくためのものであったにもかかわらず，地区住民である議員ばかりでなく，他の議員ま

でが反対をあらわにしたのであります。しかも初日でありました。 

 ３番目に，我々議員は，市民の皆様より多くの権能を有する立場にあり，説明会の後，地区住

民の皆様の思いをできるだけ多くの方々から聴取し，また，常陸太田市の玄関口としての位置づ

けにあるＪＲ常陸太田駅周辺整備計画としては，地区住民の皆様のみならず，広く市の全域から

意見をお聞きし，その後の研究のもとで議会内で議論できる立場にあることは，どなたにもご理

解いただけるものと思っておりました。また，今でもそのように思っております。 

 この計画に反対の方がいたことはわかりました。しかし，賛成の方もいたかもしれません。し

かしながら，説明会初日に複数の議員から強い反対意見が相次いでしまったら，市民の皆様の自

由な意見を言える状況が保てたでしょうか。私はそうは思わなかった。だから注意点としてお願

いを申し上げたわけであります。 

 以上，４名の議員からの，議長である私，高木将に対する不信任に対する反論，弁明とさせて

いただきます。 

 なお，提出者，小林英機議員，及び賛成者，生田目久夫議員，片野宗隆議員，福地正文議員に

申し上げます。４名の方がどこで私の経歴を調査したのかわかりませんが，私，高木将は，日本

大学経済学部経済学科卒業であります。この件に関しては，当り前のことですが，私は大学卒業

から今日までの数々の経歴書へ記載するに当たり一貫して明記してきたことであります。当然私

の過去５回の市議会議員選挙に臨むに当たって，マスコミ各社及び議会執行部に提出いたしまし

た経歴書や選挙公報にもそのように記載をしてまいりました。議長不信任という，ある意味常陸

太田市議会，前代未聞の事例に対して，十分な調査をせずに議場において発言なさった提出者の

小林議員及び賛成者の議員各位には，議事録に残る本会議場での議長不信任の発言の重要性をか

んがみ，個人的には経歴の訂正と関連箇所の削除を求めます。さらに，議会人の一人として言わ

せていただくならば，議員は公人であるとはいえ，間違った個人情報を本会議上で発言し混乱さ

せたことに対しては謝罪を求めます。 

 以上で私の弁明を終わります。議員各位の，私，高木将に対する議長不信任に対しての反対を

していただくことをお願い申し上げまして終わります。よろしくお願いいたします。 

○副議長（梶山昭一君） 弁明は終わりました。 

 高木将君の退場を求めます。 

〔２４番 高木将君退場〕 

○副議長（梶山昭一君） これより質疑を行います。質疑はございませんか。 

 １８番後藤守君。 

〔１８番 後藤守君登壇〕 

○１８番（後藤守君） １８番後藤守です。ただいま説明がありました常陸太田市議会議長の不

信任決議案について質疑をいたします。 
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 提案理由の，ページはありませんが２枚目になりますが，議長が招集をしなかったという答弁

がありましたと記載されておりますが，確認をいたしますが，これはだれが答弁をしたのかをお

伺いいたします。 

 次に，２ページの５行目に，委員の人事について故意に各常任委員会から３名の委員を決めた

と記載されておりますが，故意とはどういうことなのか。また，それらの根拠をお伺いいたしま

す。 

 次に，同じ２ページの中ほどに，議長主導のもとに，各常任委員会から委員の選任を決めたと

記載されておりますが，議長主導のもととはどのようなことか。また，根拠はどのようなことか

をお伺いいたします。 

 以上で１回目の質疑を終わります。 

○副議長（梶山昭一君） 答弁を求めます。 

 ２０番小林英機君。 

○２０番（小林英機君） 第１点の議案質問の中で，議長の招集がなかったという答弁というこ

とですけれども，提出者，後藤議員の答弁でございます。 

 次に，主導的役割，これは，各常任委員会から各３名を選んでいますので，それを主導したの

は議長だと思います。 

 それから，ここで訂正をさせていただきます。「議長は大学の法学部出身であることから考え」

と，その「法令違反に対する違法性及び非難可能性は極めて重いと言わざるをえません」と，こ

の部分を削除いたします。 

 以上です。 

○副議長（梶山昭一君） １８番後藤守君。 

○１８番（後藤守君） ２回目の質疑を行います。後藤守が答弁したということですが，私は，

３月の定例会の議員定数等調査委員会設置についての答弁において，私は議会の運営委員長です

から議長ではありません。ありませんので招集権がありません。それらについてはお答えできま

せんと申したのであります。議長が招集しなかったとは答弁しておりません。 

 私の答弁について，どのように小林議員が解釈されたかわかりませんが，提案理由ですので，

会議録等を確認の上すべきであります。特に議長の進退にかかわることですので，もっと慎重に

対処すべきだと思いますが，このことについてどのように考えているかをお伺いいたします。 

〔「それはあんたのほうだよ」と呼ぶ者あり〕 

○１８番（後藤守君） 質疑中ですから静かに願います。 

 次に，故意に委員を選任した及び議長の主導のもとについて，２件の答弁がありましたが，こ

の特別委員会の設置については，議会運営委員会等において意見が出ました。議会運営委員会で

協議をし，さらに全員協議会においても説明し，議会運営委員の方々の賛成をいただき議員提案

をしたわけです。 

 この件については，議長より先ほど弁明の中にもありましたが，諮問された案件ではありませ

ん。先ほどの答弁では理解できませんので，故意に委員を選任したとのこと，また，議長の主導
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のもとということの２点について，根拠をもう一度お伺いいたします。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○副議長（梶山昭一君） 答弁を求めます。 

 ２０番小林英機君。 

○２０番（小林英機君） 私が言いたいのは，人事に関することは代表者会議をして決めること

になっているわけです。これが，議長が招集するとなっているわけです。それで招集しなければ

ならないわけなんですよ。招集することができるというような規定ではないんです。招集しなけ

ればならないということなんです。それで，法令違反というのは，会議規定そのものが規則の部

類に入るわけです。だから法令と言っているわけです。結局，招集しなければいけないのに招集

しないで決めちゃったと，そういうことを私は言いたいのです。代表者会議で決めなくちゃいけ

ないわけですよ。だから，結局，常任委員会から見ると，総務委員会でもそういうお話がありま

した。そういう規定は変更されているわけですよ。だから議長は会派代表者会議を招集しなけれ

ばならないと。そういうことです。 

 以上です。 

○副議長（梶山昭一君） １８番後藤守君。 

○１８番（後藤守君） 私がお伺いしているのは，議長がどうのこうのということではないんで

すよ。私が答弁したと言っていますね。議長が招集しなかったと。そのことを聞いているんです

よ。ですからそれについて，本日配付されましたお手元の会議録の２６２ページをごらんになっ

て，もう一度説明願います。 

 ３月の定例会議で決議されました議員定数等調査特別委員会の設置については，反対討論もな

く異議なしで可決されました。このようなことで採決された議題が，なぜ議長の不信任決議案の

提案理由になるのか理解できません。重大な法令違反であるということであれば，なぜそのとき

反対しなかったのか，その辺についてもう一度お伺いいたします。 

○副議長（梶山昭一君） 答弁を求めます。 

 ２０番小林英機君。 

○２０番（小林英機君） なぜ反対しなかったということですけれども，私は自分の席で反対だ

と言いました。議長がその反対を無視してそのまま押し切ったからであります。 

 それに，これは招集がなかったということが，これでも全然議長が招集しなければ，予算委員

会でも決算委員会でもそういう特別委員会とか委員会でも，結局会派での会議がないということ

で，それをやっていいのかどうか，そういうところを私は問題にしているんです。 

 以上です。 

○副議長（梶山昭一君） ほかに質疑はございませんか。 

 ２５番生田目久夫君。 

○２５番（生田目久夫君） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○副議長（梶山昭一君） ２５番，質疑でございますので。 
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○２５番（生田目久夫君） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○副議長（梶山昭一君） ２５番，やめてください。 

〔「議長，休憩を求めます」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（梶山昭一君） 暫時休憩といたします。 

午前１０時４７分休憩 

            ──────────────────― 

午前１０時５０分再開 

○副議長（梶山昭一君） 休憩前に戻り，再開をいたします。 

 ただいま，生田目議員の発言は質疑ではございませんので，削除いたします。 

 以上で質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております常陸太田市議会議長の不信任決議案については，会議規則第３

７条第２項の規定により，委員会の付託を省略したいと思いますが，これにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（梶山昭一君） ご異議なしと認めます。よって常陸太田市議会議長の不信任決議案に

ついては，委員会の付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。討論の通告がありますので，発言を許します。 

 １９番黒沢義久君。 

〔１９番 黒沢義久君登壇〕 

○１９番（黒沢義久君） １９番黒沢義久であります。ただいま提出されました高木議長に対す

る不信任案について，反対討論するものであります。 

 小林議員より高木議長に対し，地方自治法第１０４条会議規則，会派及び代表者会議規程等か

ら考え，議会の代表者としてふさわしくないとの趣旨説明がございましたが，私はこのことにつ

きましては，いずれも地方自治法第１０４条議長の議事整理権の範囲内であると，一方的に議長

不信任案を提出されたことを認めるわけにはまいりません。 

 高木議長は，議会運営委員会の決定に基づいて，職務に忠実に円滑な議会の運営と市民福祉の

向上に向けて努力をされておりますことは，議員各位ご承知のとおりであります。よって，今後

とも議長として卓越した指揮権を十分に発揮し，議会運営にご尽力していただきたいと，そうい

うことからこの不信任案について反対をするものであります。 

 どうぞ議員各位の公正なる判断をお願いいたします。 

○副議長（梶山昭一君） 以上で討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 常陸太田市議会議長の不信任決議案については，原案可決することに賛成の諸君の起立を求め

ます。 
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〔賛成者起立〕 

○副議長（梶山昭一君） 起立少数であります。よって，常陸太田市議会議長の不信任決議案に

ついては否決することに決しました。 

 高木将君の入場を許します。 

〔議長 高木将君入場〕 

○副議長（梶山昭一君） 議長と交代いたします。 

            ──────────────────― 

 日程第３ 報告第５号ないし報告第１２号 

○議長（高木将君） 日程第３，報告第５号専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市

手数料条例の一部を改正する条例），報告第６号専決処分の承認を求めることについて（常陸太田

市市税条例の一部を改正する条例），報告第７号専決処分の承認を求めることについて（常陸太田

市都市計画税条例の一部を改正する条例），報告第８号専決処分の承認を求めることについて（平

成１９年度常陸太田市一般会計補正予算（第８号）），報告第９号専決処分の承認を求めることに

ついて（平成２０年度常陸太田市老人保健特別会計補正予算（第１号）），報告第１０号平成１９

年度常陸太田市一般会計予算繰越明許費繰越計算書について，報告第１１号平成１９年度常陸太

田市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書について，報告第１２号平成１９年度常陸太

田市簡易水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書について，以上８件を一括議題といたしま

す。 

 報告案件の説明を求めます。副市長。 

〔副市長 梅原勤君登壇〕 

○副市長（梅原勤君） 説明をさせていただきます。 

 議案書１ページをお開きいただきます。報告第５号専決処分の承認を求めることについて，地

方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので，同条第３項の規定

によりこれを報告し，承認を求める。平成２０年６月９日報告，市長名でございます。 

 ２ページに専決処分書の写しがございます。戸籍法の改正に伴い，平成２０年５月１日から下

記の条例を施行する必要があるため議会を招集する時間的余裕がないと認めるので，地方自治法

第１７９条第１項の規定により，下記の条例を次のとおり専決処分する。記，常陸太田市手数料

条例の一部を改正する条例。平成２０年４月２３日，市長名でございます。 

 内容につきましては３ページ，そして新旧対照表が４ページにございますが，戸籍法の一部が

改正され，個人情報保護の観点から，戸籍の謄・抄本等の交付請求することができる場合が制限

されたことに伴いまして，手数料条例に引用している該当条文が変更されるものでございます。 

 具体的に申しますと，今までは第１０条第１項において，原則として何人でも戸籍謄本等の交

付請求ができるということでしたが，今回の改正により，戸籍の謄本等の交付請求ができる場合

は，戸籍に記載されている者等による請求，第三者請求，公用請求，弁護士等による請求に制限

をしたものでございます。なお，手数料金の変更はございません。 

 議案書６ページをお開きいただきます。報告第６号専決処分の承認を求めることについて，地
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方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので，同条第３項の規定

によりこれを報告し，承認を求めるものでございます。平成２０年６月９日，市長名でございま

す。 

 ７ページに専決処分書の写しがございます。地方税法等の改正に伴い，平成２０年４月３０日

から下記の条例を施行する必要があるため議会を招集する時間的余裕がないと認めるので，地方

自治法第１７９条第１項の規定により，下記の条例を次のとおり専決処分する。記，常陸太田市

市税条例の一部を改正する条例。平成２０年４月３０日，市長名でございます。 

 今回の主な改正につきましては，１つには寄附金税額控除，いわゆるふるさと納税制度の創設

に伴うものでございます。２つ目といたしまして，公的年金からの特別徴収制度の創設でござい

ます。３点といたしましては，省エネ改修住宅に係る税額制度の創設でございます。４点でござ

いますが，証券税制の改革がございます。５点目は，公益法人制度の改革，以上の５点が主な改

正でございます。 

 具体的な内容につきましては，３６ページからの新旧対照表でご説明をさせていただきますが，

今の５点に絡む主なものに絞ってご説明をさせていただきます。 

 ３６ページをお開きいただきます。第７条の納期限後に納付し，または納入する税金，または

納入金に係る延滞金でございますけれども，公的年金からの特別徴収制度の創設に伴う条文の追

加でございまして，施行日は平成２１年４月１日でございます。 

 ３７ページの９条，市民税の納税義務者等につきましては，法人でない社団または財団で，代

表者または管理人の定めがあり，収益事業を行わないものについては，法人市民税の均等割を課

税対象から除くものでございます。 

 第１３条，均等割の税率ですが，５万円の課税が適用される法人を明確にしたものでございま

す。 

 ４１ページの第１５条から４７ページの第１８条の２第３項までは，平成２１年４月１日から

施行されます寄附金税額控除の創設に伴う改正でございます。 

 ４１ページの１６条の２，所得控除につきましては，寄附金控除額を所得控除から削除するも

のでございます。 

 ４２ページの第１６条の７の寄附金税額控除につきましては，制度の創設に伴う条文の追加で

ございます。納税義務者が第１号に掲げる都道府県や市町村，第２号に掲げる共同募金会や日本

赤十字社の支部に寄附をした場合，総所得金額の１００分の３０を上限とし，5,０００円を超え

る場合，その超える金額の１０分の６に相当する金額を所得割額から税額控除するものです。 

 うち，市町村や都道府県へ寄附する場合につきましては，第２項においてご説明を申し上げま

すが，特例控除額を加算して税額を控除するものでございます。なお，控除額が所得割額を超え

る場合は，その所得割額に相当する金額とするものでございます。 

 ４３ページの第２項につきましては，加算する特別控除の規定でありまして，特別控除の金額

は市町村等への寄附金が 5,０００円を超える場合，その超える金額に所得の金額や所得の種類に

よって一定の割合を乗じて得た金額の５分の３（１０分の６）とするものでございます。なお，
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特例控除の条件は，所得割額の１００分の１０に相当する金額とするものでございます。 

 ４７ページの１８条の２に移ります。１８条の２の第５項から，５６ページの２８条の６まで

長いわけですが，平成２１年４月１日から施行されます公的年金からの特別徴収制度の創設に伴

う改正でございます。 

 ２０条の説明をさせていただきます。２０条につきましては，個人の市民税の徴収の方法につ

いてです。公的年金所得の個人市民税について，普通徴収から特別徴収とするものでございます。 

 ４８ページに移らせていただきまして，第２５条，給与所得に係る個人の市民税の特別徴収か

ら，５１ページの第２８条，給与所得に係る特別徴収税額も普通徴収税額への繰り入れまでは，

給与所得と公的年金所得を区別し，うち，給与所得の特別徴収について整理をするものでござい

ます。 

 ５２ページの２８条の２，公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収については，

前年中に公的年金の支払いを受け，かつ年度の初日に老齢等年金の支払いを受けている年齢，６

５歳以上である場合，所得割と均等割の合算額の２分の１に相当する額を，１０月１日から翌年

３月３１日までの間に支払われる老齢等年金から特別徴収をするものでございます。ただし，１

月１日以降の転出者，年金額が年額１８万円未満である者，特別徴収税額が年金額を超える者に

つきましては，特別徴収の対象から除くものでございます。 

 第２項につきましては，給与所得及び公的年金所得以外の所得がある場合，その所得について

の申し出があるときには，普通徴収とするものでございます。 

 第３項につきましては，初めて特別徴収の対象となった場合に，９月３０日までは特別徴収税

額を除いた額を普通徴収するものでございます。 

 ５４ページの２８条の３，特別徴収義務者につきましては，年金保険者とするものでございま

す。 

 ２８条の５に移ります。年金所得に係る仮特別徴収税額等ですが，前年に引き続く特別徴収者

については，前年の１０月１日から翌年の３月３１日までの間に徴収された税額を仮の特別徴収

税額として，４月１日から９月３０日までの間に特別徴収するものでございます。 

 ５６ページの第２８条の６，年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰り入れにつ

きましては，途中から特別徴収されないこととなった場合，普通徴収とするものでございます。 

 ５８ページの第３１条，市民税の減免及び６２ページの第３５条につきましては，民法第３４

条の改正に伴いまして，法人が一般社団法人，一般財団法人，及び公益社団法人，公益財団法人

に改革されることに伴う改正でございます。施行日は平成２０年１２月１日でございます。 

 続きまして，附則の改正でございますが，まず６５ページの第２条の４，公益法人等に係る市

民税の課税の特例につきましては，当分の間，公益法人が寄附を受けた財産の非課税の承認が取

り消された場合，寄附を受けた公益法人に対して個人市民税の所得割を課すものでございます。

施行日は平成２１年４月１日でございます。 

 ７０ページの第５条の４，寄附金税額控除における特別控除額の特例につきましては，寄附を

した納税義務者が譲渡所得のみの場合の特例控除割合の特例を定めておりまして，施行日が平成
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２１年４月１日でございます。 

 ７５ページの第８条の２第７項につきましては，省エネ改修住宅に係る税制度でございます。

平成２０年４月１日以前から所在する住宅のうちで，平成２０年４月１日から平成２２年３月３

１日までの間に，窓・壁・床等への３０万円以上の熱損失防止改修工事が行われた場合，完了し

た日から３カ月以内にその費用額等を記載した申告書を提出することによって，改修した家屋の

１２０平方メートルまでの固定資産税の３分の１の額を１年間に限り減額するものでございます。 

 ７７ページの１４条の３でございます。上場株式等に係る配当所得に係る市民税の課税の特例

につきましては，施行日が平成２２年１月１日でありまして，配当所得の申告分離選択課税制度

の創設に伴いまして，この申告をした場合は，当分の間，これまでどおり配当所得に対し１００

分の３の所得割を課すものでございます。 

 ８４ページの第１６条の４，上場株式等に譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に係る市民

税の課税の特例。これにつきましては，平成２０年１２月３１日までに行われる上場株式の譲渡

に係る軽減税率を廃止するものでございます。施行日は平成２２年４月１日でございます。 

 恐れ入りますが，２６ページにお戻りいただきます。下段に附則がございます。第１条施行期

日についてですが，公布の日から施行するものでございます。ただし，第１号から第５号までの

関係条項につきましては，今までご説明してまいりましたように，それぞれの施行期日となって

おります。 

 ２７ページの第２条から３４ページの第４条までは，個人の市民税，法人の市民税及び固定資

産税に関する経過措置の規定でございます。 

 続きまして，議案書１００ページです。報告第７号に移らせていただきます。専決処分の承認

を求めることについて，地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をし

たので，同条第３項の規定によりこれを報告し，承認を求めるものでございます。平成２０年６

月９日，市長名でございます。 

 １０１ページに専決処分書の写しがございます。地方税法等の改正に伴い，平成２０年４月３

０日から下記の条例を施行する必要があるため議会を招集する時間的余裕がないと認めるので，

地方自治法第１７９条第１項の規定により，下記の条例を次のとおり専決処分をする。記，常陸

太田市都市計画税条例の一部を改正する条例，平成２０年４月３０日，市長名でございます。 

 今回の主な改正につきましては，地方税法の改正に伴い，課税標準の特例により，都市計画税

が軽減となる施設として，１つに地域公共交通の活性化及び再生に関する法律による事業に係る

家屋，それから２つには，公益社団法人等が所有する重要無形文化財の後援のための家屋及びそ

の土地に追加されるものでございますが，常陸太田市におきましては，今回の改正で該当する施

設がございません。 

 内容につきましては，１０４ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 

 第１条による改正から１０５ページの第３条による改正は，地方税法の改正に伴う引用条文の

繰り上げや新たな対象施設に係る引用条文の追加でございます。 

 １０２ページにお戻りいただきまして，下段に附則がございます。第１項は施行期日について
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の記載でございます。第２項から１０３ページの第４項までは経過措置の規定でございます。 

 続きまして，報告第８号に移らせていただきます。１０６ページをお開きいただきます。報告

第８号専決処分の承認を求めることについて，地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙の

とおり専決処分をしたので，同条第３項の規定によりこれを報告し，承認を求める。平成２０年

６月９日報告，市長名。 

 １０７ページは専決処分書の写しでございます。専決処分書，特別交付税の確定及び市債の変

更等に係る予算措置について，議会を招集する時間的余裕がないと認めるので，地方自治法第１

７９条第１項の規定により，下記の予算を次のとおり専決処分する。記，平成１９年度常陸太田

市一般会計補正予算（第８号），平成２０年３月３１日，市長名でございます。 

 １０９ページをお開きいただきます。１０９ページ，平成１９年度常陸太田市一般会計補正予

算（第８号）でございます。平成１９年度常陸太田市の一般会計補正予算（第８号）は，次に定

めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 6,７２１万 5,０００円を追

加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２６億 5,７６６万 4,０００円とする。第２条，

地方債の変更は，「第２表 地方債補正」による。平成２０年３月３１日専決，市長名でございま

す。 

 事項別明細によりご説明をさせていただきます。１１６ページをお開きいただきます。歳入で

ございます。 

 第２款地方贈与税から第１１款交通安全対策特別交付金までの補正は，それぞれの３月期の交

付額の確定によるものでございます。 

 １８款繰入金でございますが，各種交付金・交付税等の増額により財源が確保できたことから，

財政調整基金繰入金を減額するものでございます。 

 第２１款市債につきましては，対象事業費の確定により，市債を減額するものでございます。 

 １１８ページの歳出でございますが，第２款１項３目財政管理費，6,７２１万 5,０００円につ

きましては，将来の市債の償還財源として，減債基金へ積み立てを行うものでございます。 

 １１３ページにお戻りいただきまして，第２表，地方債の補正でございます。先ほど申し上げ

ましたように，事業費の確定に伴い，市債をそれぞれ減額するものでございます。 

 報告第９号に移らせていただきます。１２０ページをお開きいただきます。専決処分の承認を

求めることについて，地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をした

ので，同条第３項の規定によりこれを報告し，承認を求める。平成２０年６月９日報告，市長名

でございます。 

 次の１２１ページに専決処分書の写しがございます。老人医療支給費の確定に係る予算措置に

ついて，議会を招集する時間的余裕がないと認めるので，地方自治法第１７９条第１項の規定に

より，下記の予算を次のとおり専決処分する。記，平成２０年度常陸太田市老人保健特別会計補

正予算（第１号），平成２０年５月１６日，市長名でございます。 

 １２３ページをお開きいただきます。平成２０年度常陸太田市老人保健特別会計補正予算でご

ざいます。平成２０年度常陸太田市の老人保健特別会計補正予算（第１号）は，次に定めるとこ



 ２４

ろによる。 

 第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 8,０５０万 9,０００円を追加し，歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８億 2,１９０万 1,０００円とする。平成２０年５月１６日専決，市

長名でございます。 

 ご承知のように，本年４月から老人保健制度が廃止されまして，後期高齢者医療制度，いわゆ

る長寿医療制度が開始されたことによりまして，今年３月診療分までの老人医療給付費等につい

て，今会計から支出することになりますが，医療費の大幅な伸びに伴いまして，３月診療分の医

療給付費等の支払いにおいて不足額を生じたものでございます。 

 内容につきましては，事項別明細によりご説明をさせていただきます。１２８ページをお開き

いただきます。歳入でございますが，第１款から第４款までが支払基金及び国・県・市の負担分

をそれぞれ計上したものでございます。 

 １２９ページの歳出でございますが，第１目医療給付費から第３目審査支払手数料まで，それ

ぞれ３月診療分までの支払いに係る不足分額を計上したものでございます。 

 報告第１０号に移らせていただきます。１３０ページをお開きいただきます。報告第１０号平

成１９年度常陸太田市一般会計予算繰越明許費繰越計算書について，平成１９年度常陸太田市一

般会計予算繰越明許費に係る歳出予算を繰り越したので，地方自治法施行令第１４６条第２項の

規定に基づき次のとおり報告する。 

 １３１ページに繰越計算書がございます。各事業それぞれに用地取得や工作物移設協議に不測

の時間を要したことなどにより，さきの３月定例会で議決をいただきました金額の範囲内におき

まして，農林水産業費３件，土木費４件，合計７件で３億 1,００３万 1,０４０円を繰り越すもの

でございます。平成２０年６月９日提出，市長名でございます。 

 報告１１号に移らせていただきます。１３２ページをお開きいただきます。報告第１１号平成

１９年度常陸太田市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書について，平成１９年度常陸

太田市下水道事業特別会予算繰越明許費に係る歳出予算を繰り越したので，地方自治法施行令第

１４６条第２項の規定に基づき次のとおり報告する。 

 １３３ページをお開きいただきます。繰越計算書でございます。事業名でいいます公共下水道

管路布設がえ事業につきましては，共同施工であります茨城県が施工します都市計画道路木崎稲

木線トンネル関連の都市下水道つけかえ工事に係る下水道管移設補償工事を繰り越したことによ

りまして，５１９万 7，５００円。そして那珂久慈流域下水道建設工事費負担金につきましては，

茨城県が施工する流域下水道建設事業に事業を繰り越したことによりまして，本市に係る負担金

８６１万 8,０００円。また，特定環境保全公共下水道管路整備補助事業につきましては，占用協

議，管路・工法等の見直し，及び県道改良工事等の共同施設に係る工事の一部について，県の工

事が繰り越したことによりまして，１億 3,０００万円，合計いたしまして，３事業で翌年度繰越

額１億 4,３８１万 5,５００円でございます。平成２０年６月９日提出，市長名でございます。 

 続きまして，報告第１２号，１３４ページをお開きいただきます。報告第１２号平成１９年度

常陸太田市簡易水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書について，平成１９年度常陸太田市
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簡易水道事業特別会計予算繰越明許費に係る歳出予算を繰り越したので，地方自治法施行令第１

４６条第２項の規定に基づき次のとおり報告する。 

 次のページをごらんいただきます。茨城県における国道４６１号線改良工事に伴います上高倉

地区配水管布設がえ事業がありますが，県が改良工事を繰り越したことに伴い，配水管布設がえ

事業，1,５０２万 5,５００円を繰り越したものでございます。平成２０年６月９日提出，市長名

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（高木将君） 説明は終わりました。 

            ──────────────────― 

 日程第４ 議案第４４号ないし議案第４７号 

○議長（高木将君） 次，日程第４，議案第４４号ふるさと常陸太田寄附条例の制定について，

議案第４５号常陸太田市監査委員条例の一部改正について，議案第４６号常陸太田市国民健康保

険税条例の一部改正について，議案第４７号平成２０年度常陸太田市一般会計補正予算（第１号）

について，以上４件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔副市長 梅原勤君登壇〕 

○副市長（梅原勤君） 説明をさせていただきます。 

 議案書１３６ページをお開きいただきます。議案第４４号ふるさと常陸太田寄附条例の制定に

ついてでございます。ふるさと常陸太田寄附条例を次のように制定するものとする。平成２０年

６月９日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，ふるさと常陸太田の未来に向けての発展を応援しようとする方から

寄附金を募り，その寄附金を財源として，夢のある個性豊かなまちづくりに資するため，本条例

を制定するものでございます。 

 １３７ページをお開きいただきます。条例の内容でございますが，第１条におきましては目的

を規定しております。いわゆるふるさと納税制度が今年度からスタートしたことに伴いまして，

市としても広く寄附金を募り，これを財源として夢のある個性豊かなまちづくりを行おうとする

ものでございます。 

 第２条におきましては，寄附金を財源として行う事業を明記し，第３条により寄附者がみずか

らの寄附金を財源として実施する事業を指定できることとしております。 

 また，第４条及び第５条におきましては，ご指定いただきました事業とこれに充てる寄附金を

適正に管理運用するための「ふるさと常陸太田基金」の設置，及び寄附された寄附金の基金への

積み立てにつきまして規定をしております。 

 第６条から次のページの第１０条までの各条につきましては，ほかの基金設置，管理及び処分

に関する条例と同様に，基金の運用益金の処理，基金の振りかえ運用，基金の処分，及び委任に

つきまして規定をしております。 

 この条例につきましては，附則で公布の日からとしてございます。 
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 議案第４５号に移らせていただきます。議案第４５号常陸太田市監査委員条例の一部改正につ

いてでございます。常陸太田市監査委員条例の一部を改正する条例を次のように制定するものと

する。平成２０年６月９日提出，市長名でございます。 

 提案理由でございますが，地方公共団体の財政の健全化に関する法律が平成１９年６月２２日

に公布，その一部が平成２０年４月１日から施行されたこと等に伴い，本条例の一部改正を行う

ものでございます。 

 内容につきましては，１４１ページの新旧対照表にございますが，改正点といたしましては，

決算時の審査の内容として，新たに地方公営企業法第３０条第２項並びに地方公共団体の財政の

健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項に定めるものが加わったものでございます。 

 具体的に申しますと，１つには公営企業の決算書類の審査，２つ目には，いわゆる実質赤字比

率，連結実質赤字比率，実質公債費比率，将来負担比率等のいわゆる健全化判断比率といわれる

ものの議会への報告並びに公表でございます。３点につきましては，公営企業の資金不足比率の

公表が加わったものでございます。 

 この条例につきましては，附則で公布の日から施行するとしてございます。 

 議案第４６号に入らせていただきます。１４２ページをお開きいただきます。議案第４６号常

陸太田市国民健康保険税条例の一部改正について，常陸太田市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例を次のように制定するものとする。平成２０年６月９日提出，市長名でございます。 

 提案理由でございますが，健康保険法等の一部を改正する法律が平成１８年６月２１日に公布，

その一部が平成２０年４月１日から施行されたこと等に伴い，本条例の一部改正を行うものでご

ざいます。今回の改正につきましては，後期高齢者医療制度，いわゆる長寿医療制度の創設など

に伴い，次の４項目について条例を改正するものでございます。 

 １つには，国民健康保険税に後期高齢者支援金等を納付するための課税額を追加し，その算定

基準額や基準率を定めるとともに，従来の基礎課税額の税率の変更並びに課税賦課限度額の変更

を行うものでございます。 

 ２つ目には，被保険者が国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し，単身世帯になった場

合（いわゆる特定世帯といわれるもの）の減額措置が設けられました。 

 ３点目につきましては，社会保険などの被用者保険の被保険者が，後期高齢者医療制度に加入

し，なおかつその被扶養者が国民健康保険に加入した場合の減免規定を設けます。 

 ４点目といたしましては，平成１８年度及び１９年度にありました所得割額等の激変緩和のた

めの課税特例を削除するというものでございまして，具体的には１４９ページからの新旧対照表

で説明をさせていただきます。 

 今申し上げました４点が，かいつまんで申し上げましたけれども，それにかかわります主なも

ののみ１４９ページからの新旧対照表で説明をさせていただきます。 

 第２条は課税額でございます。第１項につきましては，国民健康保険税の課税額を基礎課税額，

介護納付金課税額の２本立てであったものを，後期高齢者支援金等課税額を加えまして３本立て

にするものでございます。第２項につきましては，基礎課税分の限度額を４７万円に引き下げる
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ものでございます。 

 １５０ページをお開きいただきます。第３項でございますが，後期高齢者支援金等課税額の限

度額を１２万円に定めるものでございます。 

 １５１ページの第９条でございますが，国民健康保険税の案分率を別表１のとおり定めるもの

でございます。 

 １６６ページをお開きいただきます。平成２０年度分につきましては，税率の引き上げは行わ

ず，従来の基礎課税分の案分率を基礎課税分といたしまして，後期高齢者支援金等分の課税限度

額の割合に応じて分割することにとどめ，表のように案分率を定めております。なお，世帯別平

等割につきましては，減額措置のある特定世帯とそれ以外の世帯の非課税額をそれぞれ定めてご

ざいます。 

 １５５ページにお戻りいただきます。第２３条でございますが，国民健康保険税の減額につい

て，別表第２のとおり定めるものとしてございます。 

 大変申しわけありません。もう一度，今度は１６７ページをお開きいただきます。基礎課税分，

介護納付金課税分同様，後期高齢者支援金等課税分について，地方税法に基づく，いわゆる６割，

４割の低減規定を設けるものでございます。 

 再び１５６ページにお戻りいただきます。１５６ページ第２号におきまして，国民健康保険か

ら後期高齢者医療制度へ移行したものを，いわゆる同一世帯と位置づけることによりまして，従

来どおり減額，４割軽減の減額措置が受けられるよう定めてございます。第２６条は国民健康保

険税の減免規定でございます。 

 １４８ページにお戻りいただきまして附則でございますが，附則１，この条例は公布の日から

施行する。附則の２，この条例による改正後の規定は平成２０年度以後について適用するもので

ございます。 

 議案第４７号に移らせていただきます。補正予算についてでございます。横長のつづり，１ペ

ージをお開き願います。平成２０年度常陸太田市の一般会計補正予算（第１号）は，次に定める

ところによる。第１条が歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ 7,１６９万 9,０００円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３２億 3,０６

９万 9,０００円とする。平成２０年６月９日提出，市長名でございます。 

 ６ページをお開きいただきます。事項別明細によりご説明を申し上げます。 

 初めに，歳入の第１５款２項４目の農林水産業費県補助金でございますが，農業費補助金とし

て，農地，水，環境保全向上活動事業を推進するための事務費分として５万円，林業費補助金と

して 6,９７０万円を計上いたしました。林業費補助金につきましては，森林機能緊急回復整備事

業の財源とするものでございまして，茨城県が今年度より課税いたしました森林湖沼環境税を財

源とするものでございます。 

 第１７款１項２目消防費寄附金１０４万円につきましては，公共施設に自動体外式除細動器を

設置するための寄附でございます。 

 第１８款２項基金繰入金でございますが，今回の補正予算の財源として９０万 9,０００円を財
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政調整基金から繰り入れるものでございます。 

 ７ページから歳出でございます。第５款１項５目農地費の補正額８８万円につきましては，農

地の環境保全を行う活動組織に対しまして支援を行うものでございます。なお，活動組織には国・

県からの交付金が別途交付されることとなっております。２項２目林業振興費の補正額 6,９７７

万 9,０００円につきましては，荒廃した森林の機能回復を図るため，１５６ヘクタールの間伐を

実施するためのものでございます。 

 ８ページをお開き願います。第６款商工費６９万 3,０００円，第９款教育費３４万 7,０００円

につきましては，公共施設に自動体外式除細動器を整備するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（高木将君） 説明は終わりました。 

            ──────────────────― 

○議長（高木将君） 以上で，本日の議事は議了いたしました。 

 次回は，６月１１日，定刻より本会議を開きます。 

 本日は，これにて散会いたします。 

午前１１時４１分散会 

 


